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信州の木供給体制整備事業（Ａ材ストックヤード配備支援）実施要領 

  

制定 令和７年６月 24 日付け７信木利第 65 号 

  

 （趣旨）  

第１  この要領は、木材流通において、川上（出材）から川下（製品需要）までのリードタ

イムが長く、需要の変動に即応した供給体制が課題である中、需要者に適時供給できる流

通体制の構築に向けて、原木の一時的な備蓄体制の構築の実証の取組を行うことを目的

とした信州の木供給体制整備事業（Ａ材ストックヤード配備支援）（以下「事業」という。）

の実施について、補助金等交付規則（昭和 34 年長野県規則第９号。以下「規則」という。）

及び木材関係事業補助金交付要綱（平成３年７月 10 日付け３林業第 163 号。以下「要綱」

という。）に規定のあるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２ この要領で、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 

（１）Ａ材ストック 

主に建築部材として利用する目的の原木を一時的に土場等に保管することをいう。 

（２）原木 

長野県内の素材生産現場から生産されるものをいう。 

 

 （補助対象事業及び補助事業の内容） 

第３ 補助対象とする事業は、原木の一時的な備蓄体制の構築に向けた実証の取組とし、事

業内容については、次の各号いずれにも該当するものとする。 

  （１）川上（出材）と川下（製品需要）が連携して、原木供給の流通体制の構築にむけ

た実証を行う取組 

  （２）特定の事業者向けではなく、他地域でも波及効果がある取組 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は、対象事業としない。 

 （１）国又は県の支出金及び補助金等の交付を受けた事業 

 （２）国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

 （３）宗教的活動に関する事業 

 （４）政治的活動に関する事業 

 （５）公序良俗に反する事業 

 

 （補助事業者） 

第４ 補助事業者は、原木を保管できる土場（年間平均で概ね１万 m3 以上の原木の取引が

可能なものに限る）を有する民間事業者・団体等（国又は地方公共団体を除く。）とする。

ただし、次の各号に該当する場合は補助事業者として認めない。 
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 （１）暴力団又はその構成員及びその統制下にある者が関係する団体であること 

 （２）政治的な活動及び宗教活動を目的とする団体であること 

 

 （補助対象経費及び補助率等） 

第５ 補助事業の経費及び補助率は要綱別表によるものとし、具体的な事業内容、補助対象

経費については、要領別表によるものとする。ただし、補助事業者の運営費及び人件費、

食糧費並びに他用途への使用が可能な汎用性のある物品の購入経費は除く。 

 

 （実施計画） 

第６ 事業主体は、信州の木供給体制整備事業（Ａ材ストックヤード配備支援）実施計画

書（様式第１号。以下「実施計画書」という。）及びＡ材ストックヤード配備計画（以

下「配備計画」という。）を作成し、次に掲げる書類を添付の上、林務部長（以下「部

長」という。）に提出するものとする。 

 （１）見積書その他事業費が確認できる書類 

 （２）配備計画 

 （３）配備計画を補完するプレゼン資料、仕様書等 

 （４）その他、部長が必要と認める書類 

２ 部長は、前項の規定による実施計画書及び配備計画の提出があったときは、要綱及び

要領の規定に基づき内容を確認するとともに、別に定める信州の木供給体制整備事業

（Ａ材ストックヤード配備支援）選定委員会に選定を依頼し、その選定結果と予算措置

状況に応じて事業実施の適否を決定するものとする。 

３ 部長は、前項の規定により適否を決定したときは、その旨を補助事業者に通知すると

ともに、補助金額を内示するものとする。 

 

 （早期着手） 

第７ 事業主体は、部長から内示があった事業に関し、補助金の交付決定前に補助対象とな

る事業に着手することはできない。 

   ただし、第６第１項に規定する実施計画書及び配備計画に記載された事業で、部長が

やむを得ない事由があると認めた場合にあってはこの限りではない。 

 ２ 事業主体は、内示日から交付決定までの間に早期着手をしようとするときは、信州の

木供給体制整備事業（Ａ材ストックヤード支援）早期着手協議書（様式第２号）を部長

に提出するものとする。 

３ 部長は、前項の協議があり、やむを得ないと認められるときは、次の条件を付して早期

着手に同意するものとする。 

 （１）補助金の交付決定前に起きた災害の復旧等の責は、事業主体が負うこと。 

 （２）事業費及び補助金等は、補助金の交付決定のときに変更することがあること。 
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 （補助金の交付申請） 

第８ 事業主体は、部長から補助金の内示があったときは、要綱第４第１項の規定による木

材関係事業補助金交付申請書（要綱様式第１号）に補助金要件確認書（様式第３号）を作

成し、部長に提出するものとする。 

  ただし、補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合は、要綱第４第５号の規定による

ものとする。 

２ 部長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、要綱に規定

する条件のほか以下の条件を付して補助金の交付決定をし、事業主体に通知するものと

する。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容について、補助金総額の増又は３

割を超える減が生じる場合は、速やかに部長に申請してその承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に

完了しないときは、速やかに部長に申請してその承認を受けること。 

（３）補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに支出に関する証拠書類を事

業終了の翌年度から起算して５年間整理保管するとともに、当該事業により財産を

取得した場合は、その取得事業名、取得価格、処分制限期間、処分状況、補助金額取

得時期その他財産管理に必要な事項を記載した台帳を備え、必要な関係書類を整理

保管しておかなければならないこと。 

（４）処分制限期間内に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分した場

合において、当該処分により収入があったときは、その収入の全部を県に納付させる

ことがあること。 

（５）事業主体が、上記条件に違反した場合又は規則第 15 条第１項各号のいずれかに該

当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。 

 

 （補助金交付の変更） 

第９ 要綱第３第１項第１号に規定する重要な変更とは、次の各号とする。 

 （１）配備計画における実施方法、対象者の変更（ただし、使用する資材等の数量および

種類・規格の変更であって、配備計画の趣旨に変更がない場合は、この限りではない。） 

 （２）補助金額の増額又は 30％以上の減額 

２ 事業主体は、重要な変更及び要綱第３第１項第３号に規定する変更を行おうとすると

きは、要綱第５の規定により、定められた各種申請書を部長に提出するものとする。 

３ 部長は、前項の規定による協議があったときは、当該年度の予算措置状況に基づき補助

金額を審査し、適当と認められるときは、事業主体に対して同意及び必要に応じて補助金

額の変更内示を行うものとする。 

４ 前項に規定による変更の内示に伴う交付申請は、要綱第４第１項により木材関係事業

補助金変更交付申請書を作成し、部長に提出するものとする。 

５ 事業主体は、要綱第３第１項第１号の規定による変更以外の変更（以下「軽微な変更」
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という。）を行う場合、変更届（様式第４号）を部長へ提出するものとする。ただし、第

12 の規定による実績報告書の提出に当たって、軽微な変更のうち変更理由及び変更内容

が確認できる場合、変更届（様式第４号）の提出があったものとみなすことができる。 

 

 （状況報告等） 

第 10 部長は、事業の途中において、その進捗を確認するため、事業主体に対し現地の調

査及び資料の提出を求めることができる。 

２ 部長は、その職員を指定して、前項に規定する進捗の確認をすることができる。 

 

 （事業の中止、廃止、完了期限延長） 

第 11 事業主体は、事業の中止及び廃止及び完了期限延長をしようとするときは、要綱第５

第２号及び第３号により、中止（廃止）承認申請書又は完了期限延長承認申請書を、部

長に提出するものとする。ただし、第 18 による繰越承認を受けたものについては、こ

の限りではない。 

２ 部長は、前項の規定により提出のあった申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、

承認する。 

 

  （実績報告書） 

第 12 事業主体は、事業が完了したときは、要綱第８第 1 項の規定により木材関係事業実

績報告書に次に掲げる書類を添付して部長に提出するものとする。 

 （１）事業実績書 

 （２）写真（実施前、実施状況、完成・設置写真等） 

 （３）補助事業の執行に関する書類等の写し 

 （４）出荷証明書又は納品書 

 （５）取組による効果レポート 

 （６）その他部長が特に必要と認める書類 

２ 第８第１項ただし書きの規定により補助金の交付を申請した事業主体は、前項の実績

報告を行うに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになったときは、こ

れを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第８第１項ただし書きの規定により補助金の交付を申請した事業主体で、第１項の実

績報告書の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定

したときは、その金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（様式第５号）により速やかに報告す

るとともに、部長による返還命令を受けて当該金額を返還するものとする。 

  また、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっ

ても、その状況等について、規則第 13 条第１項の補助事業の額の確定のあった日の翌年

６月 15 日までに、同様式により部長に報告するものとする。 
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 （調査） 

第 13 部長は、事業主体から次に掲げる書類の提出があったときは、すみやかに調査を行

うものとする。 

 （１）前項に規定する実績報告書 

 （２）補助金の概算払請求書 

２ 部長は、前項による調査を実施したときには、信州の木供給体制整備事業（Ａ材ストッ

クヤード配備支援）調査調書（様式第６号）を作成するものとする。 

 

 （額の確定） 

第 14 部長は、第 13 第１項第１号の規定による調査を実施した結果、適当と認められると

きは、事業主体に対し、補助金額の確定をするものとする。 

 

 （補助金の交付請求） 

第 15 要綱第９に規定する補助金の交付（概算払を含む。）の請求は、木材関係事業（信州

の木供給体制整備事業）補助金交付（概算払）請求書による。 

２ 要綱第９に規定する概算払の請求額は、事業の出来高が 60 パーセント未満の場合にあ

っては、交付決定額の 50 パーセント以内の額、出来高 60 パーセント以上の場合にあっ

ては、出来高に対応する補助金相当額の 90 パーセント以内の額とする。 

３ 前項の規定による概算払いの回数は２回までとする。 

４ 部長は、前項の規定による概算払請求があったときは、速やかに第 13 第１項第２号の

規定に基づく調査を行い、出来形を確認した上で補助金の概算払をするものとする。 

 

 （財産処分） 

第 16 事業主体は、補助金交付の目的に従い、事業の完了後においても善良な管理者の注

意をもって財産を管理（善管注意義務）する。また、事業により取得し、又は効用を増

大した財産（取得価格又は効用の増加価格が 50 万円未満の財産は除く。以下同じ。）

を、要綱第 10 第１項に規定する期間においては、部長の承認を受けないで、補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 

２ 事業主体は、事業により取得し、又は効用の増大した財産を処分制限期間内に更新しよ

うとするとき及び補助の目的に反して譲渡、交換、貸付け、使用又は担保に供しようとす

るときは、要綱第 10 第２項の規定による申請書を部長に提出し、あらかじめ承認を受け

なければならない。 

３ 部長は、前項の規定による申請書の提出があったときには、内容を調査、確認し、やむ

を得ないものと認められるときには、承認を行うものする。 
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 （事故報告） 

第 17 事業主体は、処分制限期間内に天災その他の事故により、補助事業により取得した

補助対象となる財産に事故があったときは、部長に届出るものとする。 

２ 部長は、前項の届出を受けたときには、必要に応じて調査することとする。 

 

 （繰越） 

第 18 事業主体は、第８第２項の規定により交付決定を受けた補助金を補助対象事業の実

施年度の翌年度に繰越すことはできない。ただし、避け難い事故その他やむを得ない理

由により部長が認めたときは、この限りではない。 

２  事業主体は、繰越を必要とするときは、様式第７号により信州の木供給体制整備事業

（Ａ材ストックヤード配備支援）繰越承認申請書を、事業実施年度中に部長に提出する

ものとする。 

３  部長は、前項の申請書の提出があった場合において、第１項ただし書に規定する理由

があると認めるときは、事業主体に対し、繰越承認するものとする。 

 

 （県の施策への協力） 

第 19 本事業において、事業主体は、事業実施中及び実施後、事業の実績及び事業実施後

の成果等について、部長から今後の活用方法の検討等のために必要な資料の提出を求

められた場合、協力しなければならない。 

   部長が別途委託した調査会社等から調査を実施する場合も同様とする。 

 

 附則 

 １ この要領は、令和７年度の事業から適用する。 

 


